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https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/zcs/176830.html☞



※１ 本基準の策定時において、法第 22 条第 1 項に規定されている地方公共団体実行計画協議会等にお いて、地域の実情により、法第 21 条第 5 項第 2 号に規定する促進区域として定められた区域又は 定め
ようとしている区域を除く。 ※２ 市町村が条例その他規程等に、再生可能エネルギー導入推進の観点から、再生可能エネルギー発 電施設の設置に係る許認可、届出、報告聴取などの手続に関する規定が定
められている区域又は 法第 22 条第１項に規定されている地方公共団体実行計画協議会において、再生可能エネルギーの 導入についての合意形成が行われた区域を除く。 ※３ 市街地とは、都市計画法の市
街化区域とする。 ※４ 市町村が条例その他規程等において希少野生動植物の生息地及び生育地の保全その他の自然環境 の保全を目的として、再生可能エネルギー施設の設置に係る許認可、届出、報告聴取、
又は地域との合意形成に資する手続等が定められている区域に限る。 ※５ 営農型太陽光発電施設を除く。



https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/kyousei_tax.html☞
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https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/reene_kyousei
_yuushikisyakaigi.html☞
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